
平成１９年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率の公表 

 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、平成１９年度決算に

基づく健全化判断比率・資金不足比率は以下のとおりです。 

 

健全化判断比率                                   （単位；％） 

区  分 
実質赤字 

比率 

連結実質 

赤字比率 

実質公債費 

比率 

将来負担 

比率 

御前崎市の比率 － － ６．０ － 

早期健全化基準 １２．９０ １７．９０ ２５．０ ３５０．０ 

財政再生基準 ２０．００ ４０．００ ３５．０  

※赤字額がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率は「－」と表示しています。 

なお、実質収支は 8.8 億円（6.5％）の黒字、連結実質収支は 38.1 億円（28.2％）の

黒字です。 

※将来負担比率は、負債の償還に充てることができる基金等の額が、負担すべき実

質的な負債額を上回るため「－」と表示しています。 

 

資金不足比率                                    （単位；％） 

区  分 水道事業 病院事業 下水道事業 
農業集落 

排水事業 

御前崎市の比率 － － － － 

経営健全化基準 ２０．００ 

※資金不足額がないため、資金不足比率は「－」と表示しています。 

いずれの比率についても、早期健全化基準を大幅に下回っており、

当市の財政の健全性は高いと判断しています。 

 今後とも、行財政改革の推進等により、財政の健全化に努めてまい

ります。 



１）地方公共団体財政健全化法の概要 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成１９年６月に制定され、本年

４月から一部施行されました。この法律は、(1)普通会計だけでなく、公営企業や公

社・第三セクターなどまで監視対象を拡大すること、(2)単年度フロー（お金の流れ）

だけでなく、ストック面（お金の蓄積量）にも配慮した財政状況の判断指標を導入す

ること、(3)財政悪化を可能な限り早い段階で把握し、財政状態の改善に着手させる

こと、という特徴があります。 

このことから、地方公共団体は毎年度、自治体全体に関わる指標として「健全化判

断比率」（①実質赤字比率②連結実質赤字比率③実質公債比率④将来負担比率）及び

公営企業に関する指標として「⑤資金不足比率」を算定し、監査委員の審査を経て、

議会への報告、公表が義務付けされました。 

 また、健全化判断比率等の公表は平成１９年度決算から、財政健全化計画等の策定

の義務付けは平成２０年度決算から適用となります。 

 

 

２）健全化判断比率及び資金不足比率について 

①実質赤字比率 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 

一般会計等の実質赤字額 
実質赤字比率＝ 

標準財政規模 

 ・一般会計等：一般会計及び工業団地建設事業特別会計 

 ・標準財政規模：人口、面積等から算定する標準的な収入の規模 

 

②連結実質赤字比率 全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政

規模に対する比率 

連結実質赤字額 
連結実質赤字比率＝ 

標準財政規模 

 ・連結実質赤字額：(1)＋(2)の合計額 

(1)一般会計及び公営事業（公営企業以外）に係る特別会計の実質赤字額 

  公営事業特別会計：国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保険特別会

計 

 (2)公営企業に係る特別会計の資金不足額 

  公営企業特別会計：水道事業、病院事業、下水道事業、農業集落排水事業 



③実質公債比率 一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率 

地方債の元利償還金等 

－（特定財源＋元利償還金等に係る基準財政需要額算入額）実質公債費比率 

（3か年平均）＝ 
標準財政規模－元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 

 ・地方債の元利償還金等：(1)から(5)までの合計額 

 (1)一般会計に係る地方債の元利償還金 

 (2)公営企業債の償還に充てられた一般会計からの繰出金 

  （水道事業、下水道事業、農業集落排水事業） 

 (3)一部事務組合等への補助金・負担金のうち、組合等が起こした地方債の償還に

充てられたもの（東遠広域施設組合負担金等、10 件） 

 (4)債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの（国営牧之原農業水利事

業負担金等、8件） 

 (5)一時借入金の利子（該当なし） 

 ・特定財源：地方債の償還に充てられる特定の収入（公営住宅使用料） 

 ・元利償還金等に係る基準財政需要額算入額：普通交付税算定において、公債費や

事業費補正等として、基準財政需要額に算入された額 

 

④将来負担比率 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対す

る比率 

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額 

＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）将来負担比率＝ 

標準財政規模－（元利償還金等に係る基準財政需要額算入額） 

 ・将来負担額：(1)から(8)までの合計額 

 (1)一般会計等の平成 19 年度末における地方債現在高 

 (2)公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出予定額 

 (3)公営企業債の元金償還に充てる一般会計等からの負担見込額 

 (4)一部事務組合等の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担見込額 

 (5)退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち、一般会計等の負担

見込額 

 (6)設立法人の負債等に係る一般会計等の負担見込額（該当なし） 

 (7)連結実質赤字額（該当なし） 



 (8)組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額（該当なし） 

 ・充当可能基金額：上記(1)から(8)までの償還額等に充てることができる基金（財

政調整基金等、18 件） 

 ・特定財源見込額：地方債の償還に充てることが見込まれる特定の収入（公営住宅

使用料） 

 ・地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額：普通交付税算定において、公

債費や事業費補正等として、今後、基準財政需要額に算入されることが見込まれ

る額 

 

⑤資金不足比率 公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率 

 ・資金の不足額：一般会計等の実質赤字額に相当するもの 

 （法適用企業）資金の不足額 ＝(流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充

てるために起こした地方債現在高－流動資産)－

解消可能資金不足額 

 （法非適用企業）資金の不足額＝(繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改

良費等以外の経費の財源に充てるために起こした

地方債現在高)－解消可能資金不足額 

 ※解消可能資金不足額：事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足

額が生じる等の事情がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額 

 ・事業の規模： 

 （法適用企業）事業の規模 ＝営業収益の額－受託工事収益の額 

 （法非適用企業）事業の規模＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当

する収入の額 

 

 

 

 

 

 

資金の不足額 
資金不足比率＝ 

事業の規模 



３）平成 19 年度 健全化判断比率等の対象会計 

 

会計分類 会 計 名 称 健全化判断比率等 

一般会計 一般会計 一般会計等

(普通会計) 

工業団地建設事業特別会計 

実質

赤字

比率

国民健康保険特別会計 

老人保健特別会計 

公営事業 

会計 

介護保険特別会計 

 

水道事業会計(法適) 

病院事業会計(法適) 

下水道事業特別会計(法非適) 

特別会計 

 

公営企

業会計 

農業集落排水事業特別会計(法非適) 

連
結
実
質
赤
字
比
率 

資
金
不
足
比
率 

東遠広域施設組合 

御前崎市牧之原市学校組合 

牧之原市御前崎市広域施設組合 

相寿園管理組合 

小笠老人ホーム施設組合 

中東遠看護専門学校組合 

東遠学園組合 

駿遠学園管理組合 

静岡県大井川広域水道企業団 

一部事務組合・広域連合

東遠工業用水道企業団 

実
質
公
債
費
比
率 

地方公社 （該当なし） 

第三セクター （該当なし） 

 

 

 

将
来
負
担
比
率 

 

 


